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第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況
(平成22年～令和元年）一高裁・地裁・簡裁

(注） 1 ．延べ人員（同一被告人につき別件が係属した都度累積計上）である。

2令和元年は速報値である。

〔参考グラフ〕

通常訴訟事件,略式請求事件の推移
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〔参考グラブ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～令和元年）一地裁
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第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳 (平成22年～令和元年）－高裁・地裁

(注） ・1概数である。

2長期係属実人員とは，係属2年を超える事件の実人員（同一被告人につき複数の事件があっても弁論が併合

されている限り1人として計上）である。

第3表 事案複雑等を事由として審理期間が.2年を超える長期係属事件の合蟻（法定．

１
２
３
４
６
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ｊ注ぐ 当刑事局への個別報告による件数建てである．

複蝕罪名の事件については，審理長期化の事由と密接な鴎係があるものとして報告のあった罪名によった。
､1件で複歎の事由がある場合には．各欄に重複じて計上した。

「組織的犯罪処嗣銭」は， 「瀦醒職的な犯罪の処緬及び犯罪収益の規制等に関す-る法律」の略である。
「過失運転致死傷」には，平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失致死鴎）を含む。
（ ）内は係属事件数に対する％である。
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〔参考グラフ〕'事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成12年～令和元年各年末現在）一高裁・地裁。簡裁
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係属2年を超える事件の実人員である。

高裁についてIま特別権限による第一審事件を除く。
概数である。



第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成22年～令和元年)一地裁。簡裁

2 「うち即決裁判手続同意確認のための請求」には，刑訴法350条の17第1項（平成28年法律第
54号による改正前の刑訴法350条の3第1項）による即決裁判手続同意確認のための請求のあった
被疑者数を計上した。

3被疑者段階の国選弁護人請求の新受人員及び既済人員の各「総数」には，勾留請求が却下されたため，
国選弁護人選任請求が却下されたものも含む。
4令和元年は速報値である。
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第5表通常第一審において弁護人が選任された人員 (平成22年～令和元年）－地裁・簡裁
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同一被告人に対し私選弁護人及び国選弁護人が選任された場合には重複して計上した。
（ ）内は各終局人員に対する％である。
令和元年は速報値である。
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第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間，平均開廷回数，平均開廷間隔及び平均取調べ証人数

1

割

I

１
２
３
４
５

Ｊ注ぐ 実人員である。

「通常第一審事件全体」には， 自白及び否認以外に被告事件についての陳述に入らずに終局した事件を含む。
平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
（ ）内は， 「通常第一審事件全体」の終局人員に対する％である。
令和元年は速報値である。
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第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
（平成22年～令和元年）－地裁・簡裁

(注） 1 実人員である。

2 「通訳翻訳人が付いた被告人」には，証人についてのみ通訳人（手話を含む。 ）が付いた場合等
も含む。

3令和元年は速報値である。

〔参考グラフ〕 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移
（平成22年～令和元年）－地裁
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3令和元年は速報値である｡。
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ー

第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員

（平成27年～令和元年）一地裁・簡裁

(注） 1 実人員である。

2被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件には，証人等についてのみ通訳人が付いた場合等を含まない。

また，終局人員は有罪のほかに無罪，移送等により終局した人員を含む。したがってメ本表における

「総数」は，第8表の「うち通訳翻訳人が付いた外国人」 とは一致しない。

3令和元年は速報値である｡．
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９
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第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 第11表刑訴法332条による移送人員

（平成22年～令和元年）－簡裁(平成22年～令和元年）一地裁・簡裁

I

ｰ

画

I．

(注） 1 実人員である。
2 「自白人員」とは,法定合議事件を除く終局人員中公訴事実全部について自白し，かつ,法
律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合の人員であ
り， 「簡易公判手続決定（決定取消〉人員」 とは，当該年度に決定（決定取消）された人員で
ある。
3令和元年は速報値である。

(注） 1 実人員である。
2 (B)は，簡裁の法332条によ
る移送人員とは一致しないが，統計
上は近似する｡、
3概数であり，令和元年は速報値で
ある。

、
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第12表即決裁判手続により審判が行われた人員

(平成22年～令和元年）－地裁・簡裁

(注） 1

2

実人員である。

令和元年は速報値である。
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第13表控訴申立人員及び控訴率

(平成22年～令和元年） －地裁・簡裁
く
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実人員である。

判決人員は有罪人員と無罪人員の合計である。
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第14表犯罪被客者保護関連法に基づく諸制度の実施状況 (平成22年～令和元年）－高・地・簡裁総数

I
ｰ

、
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2犯罪被害者等の権利利益の保爽を図るための刑事手続に付随する措瞳に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律(平戎25年法律第33号)により,民事上の争いについての
刑事所訟手続における和解の規定は, ｢犯罪被害者保穫法第13条1項又は2項｣から｢犯罪被害者保膜法第19条1項又は2項｣に改められ瞳(平成25年12月1日施行)。 、
3「証人等秘睡｣,｢裁定謂求｣及び｢弁護人等閲覧謄写｣(平成28年12月1日施行)の数値については,当謹事件の終局間を基箪に計kしている。
4 「付添い｣, ｢遮へい」‘ ｢ピデｵﾘﾝｸ(栂内)｣,職害者秘匿｣, ｢意見陳述』, ｢被害者等閲覧謄写｣及び｢和解｣の数値については,平成28年喪では決定等がなされた日を基準に計上していた
が,平成29年以降は当骸事件の終局日を基翠に計上している(なお,平成28年以前に決定等がなされ平成”年に事件が終局したものについては,決定等がなされた日を基翠に計上している｡)。
この計上基迦日の変更により,平成29年の数値は一時的に減少することとなるので留意されたい。
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刑脈法第299条の6第1項の条件を付し又は時期等の指定の対象どなった証人等の数
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第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）
(令和元年）ー地・簡裁総数

(注） 1 「終局人員数」は，終局した被告人の人員数であり，実人員である。

2罪名は,有罪の場合は処断罪名，無罪その他の場合は終局時において当談事件について抑られている訴因の罪名の

うち，法定刑が最も重いものであるため‘被害者参加制度の対象罪名とは異なる濁合がある。 ・

3被害者等の数は,延べ人員である。

4 「 （準）強制性交等jには，平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦及び集団（準）強姦を含む。

5 「 (準)強制性交等致死傷jには,平“9年法律第72号による改正前の(準)強姦致死侭及び集団(準）
強姦致死傷を含む。

6． 「危険運転致傷」及び「危険運転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2の罪をそれぞれ含む。

7 「過失運転致傷」及び『過失運転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失

傷害及び自動車運転過失致死）をそれぞれ含む。 ． ． 、

8 「強盗･強制性交等｣には，平成29年法律第72号による改正的の強盗強姦を含む。
9速報値である。

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）
(平成22年～令和元年)－地.簡裁総数

2殻害者等の数は，延ぺ人員である。

3令和元年は速報値である､｡ ．
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第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況

（平成22年～令和元年）一地裁

(注） 1 件数建てである。

2令和元年は速報値である。

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数

(平成22年～令和元年)－地裁

(注） 1 件数建てである。

2 「決定.その他」は,民訴法’4’条の準用により，決定で申立てが却下された場合などである。
3 「その他」は，犯罪被害者保鰻法25条（平成25年法律第33号による改正前の同条19条を含む。 ）により終局したもの，当事者の死亡等にも

かかわらず，その地位を承継するものがいないために事件が終局したものなどである。 ．

4 「却下・27条1項1号」は平成25年法律第33号による改正前の犯罪被害者保護法21条1項1号， 「却下.･27条1項2号」は同改正前の同法2Wl項

2号， 「却下・27条1項3号」は同改正前の同法21条1項3号， 「却下・27条1項4号」は同改正前の同法21条1項4号， 「終了・38条1項｣は同改正

前の同法32条1項, I終了・38条2項1号」は同改正前の同法32条2項1号， ｢終了・38条2項2号」は同改正前の同法32条2項3号により終局した．

ものを含む。

5令和元年は速報値である。
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一

第18表逮捕状の請求と発付等

（昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 27～令和元年）一簡裁・地裁

、

(注） 1
2

延べ人員である。

令和元年は速報値である。
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第19表差押・記録命令付差押・捜索（許可）状･検証許可状の請求と発付等（昭和55, 60年‘平成2， 7， 12， 17， 22, ’ 27～令和元年）一簡裁6地裁

Ｉ
』
③
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2 （ ）内は職権により発付された人員で外数である。
3．令和元年は速報値である。
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（ ）内は職権により発付された人員で外数である。
令和元年は速報値である。

２
３

､

凸

裁判所

区分

年次

総 一
一一一－、巳一 一一一 や ﾜﾏ ｮ
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第21表通常第一審における勾留，保釈請求，保釈人員及びその割合

（昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 27～令和元年)一簡裁・地裁

6,92t

4,95f

3,087

4.884

可－9や に
Ｆ
Ｊ

Ｊ
ｎ
句

136 679

995 ； 564

(注） 1延べ人員である。 、
2 「勾留状が発付された人員」 とは，第一審において受理時に既に勾留されていた人員及び受理後，終局前に新たに
勾留状が発付された人員をいう。

3保釈が請求された人員には，同一被告人に対して時を異にして保釈の請求があったときはその都度1人として計上
した。

4勾留率は，新受人員のうち勾留状が発付された人員の割合とは一致しないがj統計上は近似する。
5保釈率は,勾留状が発付された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。

6保釈許可率は,保釈が請求された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが；統計上は近似する。
7令和元年は速報値である。
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第22表準抗告事件の処理状況 （平成22年～令和元年）－地裁

(注） 延べ人員であり，令和元年の数値は速報値である。
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(注） 1 実人員である。

2 1人で複数の終局区分がある場合には，最も左にある区分のみに計上した。

3 「その他jは，入院・通院の申立て以外の申立てにおける却下（法51条2項,法56条2項及び61条2項）のほか，移送や取下げである。
4令和元年の数値は速報値である。
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